
第 Ⅳ 期 新 宮 城 県 ひ と り 親 家 庭 自 立 促 進 計 画 の 概 要

 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、
県が策定する自立促進計画

 現計画（第３期 平成２７年３月策定）の後
継計画

本基本計画に基づき，県・市町村・関係機関
等及び地域社会が連携して，ひとり親家庭の
生活安定と自立促進を図る。

令和２年度から令和６年度までの５年間

（１） 相談事業の実施

施策体系

（１） 仕事と子育ての
両立支援の促進

取 組

① ひとり親家庭支援員の設置

② 母子父子家庭等の特別相談

③ 男女共同参画の相談

④ 子どもの心のケアの推進

⑤ 母子父子家庭等の電話相談

⑥ 生活困窮者の自立支援 （自立相談支援）

⑦ 子育て世代包括支援センターにおける支援

① 母子父子家庭等就業・自立センターの設置
② 一般市等就業・自立支援事業の促進
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（２） 情報提供の充実

（２） 市町村における
ひとり親家庭支援
事業の促進

（３） 母子生活支援
施設の機能の
充実

（４） 生活基盤の確保

（１） 母子家庭等
就業・自立支援
センター事業の
実施

（２） より良い就業に
向けた能力開発
の支援

（３） 就業機会創出
の支援

（４） 地域における
就業支援の充
実

（５） 母子・父子福祉
団体等に対する
支援

① 認定こども園・保育所・小規模保育等の優先入所
② 地域における子ども・子育て支援

① ひとり親家庭及び寡婦に対する情報発信の充実

① ひとり親家庭等への日常生活支援

① 身元保証人の確保対策
② 県営住宅入居の優遇措置
③ ＵＲ賃貸住宅の優遇措置
④ 住宅セーフティネットの構築推進
⑤ 生活困窮者の自立支援（住宅確保給付金）

① 母子生活支援施設への入所

② 母子生活支援施設の機能拡充の促進

① 公共施設等における雇入れの推進
② 事業主への啓発活動及び雇用の促進
③ 「女性のチカラは企業の力」普及推進

① 自立支援プログラムの策定
② 生活保護受給者等の就労支援

③ 就業支援関係者に対する研修の実施

④ ひとり親家庭支援員の設置（再掲）
⑤ 生活困窮者の自立支援（就労支援）
⑥ 女性・高齢者等の新規就業支援

① 職業紹介事業を行う母子・父子団体等への支援
② 母子・父子福祉団体への事業発注の促進

① 養育費・面会交流にかかる情報発信・

啓発活動の推進

（１） 広報・啓発
活動の推進

（２） 相談体制の
充実

（１）母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

（２）児童扶養手当の給付

（３）母子・父子家庭医療費助成制度の実施

（６）支援体制整備
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（１）人権教育及び啓発の推進

（４）東日本大震災みやぎこども育英基金支援金・奨学金の給付

① 母子父子家庭等の特別相談（再掲）
② 男女共同参画の相談（再掲）
③ 養費相談対応力向上

（２）子育て支援を進める県民運動

（５） 子どもの貧困
対策の推進

① 子どもの貧困対策の推進

② 子どもの学習・生活支援

４

養

育

費

の

確

保

（５）遺児等サポート奨学金の給付

施策体系 施策体系取 組 取 組

○宮城県世帯数（※国勢調査，仙台市含む）
母子世帯数 H22：20,920 ⇒ H27：20,040
父子世帯数 H22： 4,485  ⇒ H27： 3,955

○世帯年間収入300万円未満の世帯の割合
（H30年）
母子世帯 44.8% （H25：70.7%）
父子世帯 21.2% （H25：44.3%）

○就業者のうち臨時雇用者の割合

母子世帯 33.0%（H25：31.9%）
父子世帯 5.7% （H25： 8.2%）

○養育費を受け取っている世帯の割合
母子世帯 27.2% （H25：23.7%）
父子世帯 3.1%  （H25： 4.6%）

○現在困っていること
母子世帯 1位 生活費

2位 子どもの世話や教育
3位 健康

父子世帯 1位 生活費
2位 子どもの世話や教育
3位 仕事

○子どもの大学等（※）進学率
※専修学校等を含む，高等学校卒業後

母子世帯 53.6%
父子世帯 61.0%

○ひとり親世帯の貧困率 50.8％（全国）
（※平成27年国民生活基礎調査）

※「宮城県ひとり親世帯等実態調査」（平成30年実施）ほかより抜粋

① 自立支援教育訓練給付金の給付

② 高等職業訓練促進給付金の給付

③ 離職者等再就職訓練（育児等両立コース）の実施

④ 高等職業訓練促進資金貸付金の貸付

⑤ 高等学校卒業程度認定試験の合格支援

（３）指標
○ひとり親の就業率

○ひとり親家庭の子どもの進学率・就職率

１ 計画の位置づけ

２ 計画の目的

３ 計画期間

４ ひとり親家庭の現状と課題 ５ 基本的方向

６ 具体的な施策

（１）基本理念

ひとり親家庭及び寡婦が安定した生活を送

り，安心して子育てができることにより，子ども

たちがいきいきと健やかに育成される地域社

会の実現

（３）指標
①ひとり親の就業率
・母子世帯 89.0％（うち臨時雇用者33.0％） ・父子世帯 93.9％（うち臨時雇用者 5.7％）

②ひとり親家庭の子どもの進学率
・中学校卒業後 97.3％ ・高校卒業後 56.4％（*専修学校等を含む）

③養育費について取決めをしている割合・受け取っていない世帯の割合

（取り決めしている割合） ・母子世帯 57.1％ ・父子世帯 21.9％
（受け取っていない割合） ・母子世帯 72.0％ ・父子世帯 95.6％

（２）施策体系

①相談機能の充実

②子育てや生活の支援

③就業支援

④養育費の確保

⑤自立へ向けての経済的支援

⑥人権尊重の社会づくり
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